
－１－ 

 令和６年２月教育委員会会議録 

 

【会議に付すべき事件】 

  報告第１７号  教育財産の異動について 

  報告第１８号  青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告について 

  報告第１９号  令和５年度末・令和６年度当初小・中学校校長等人事の内申の専決 

          処分報告について 

  報告第２０号  全国学力・学習状況調査への参加についての専決処分報告について 

 

【その他】 

  後援名義使用願の承認について【報告】７件 

 

《２月分》 

  小・中学校行事予定 

  生涯学習推進課【煉瓦館・総合体育館 他関係団体】事業予定 

  図書館【熊取図書館 他関係団体】事業予定 

《１２月分》 

  生涯学習推進課【煉瓦館・総合体育館 他関係団体】事業報告 

 

  日   時   令和６年２月９日（金）午後５時００分から 

  場   所   役場北館３階 大会議室 

 

【教育委員会定例会出席者】 

 教育長                 岸野 行男 

 教育委員（教育長職務代理者）      梶山慎一郎 

 教育委員                土屋 裕睦 

 教育委員                鈴木 直子 

 教育委員                一ノ瀨由美子 

 教育次長                阪上 敦司 

 統括理事（教育政策監）         吉田 茂昭 

 理事（生涯学習・図書館担当）      三原  順 

 学校教育課長              伊東 浩一 

 学校教育課学校指導参事         上垣 圭市 

 学校教育課学校指導参事         河井  淳 

 学校教育課学校指導参事         桝屋 知佳 

 学校教育課学校指導参事         杉田  茜 
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 生涯学習推進課長            大屋 真志 

 生涯学習推進課文化・スポーツ担当参事  立石 則也 

 図書館長                原田 貴子 

 書記                  藤原 健祐 

──────────────────────────────────────── 

 

開会  午後５時００分 

 

岸野教育長     それでは、ただいまから令和６年２月教育委員会定例会を開会しま

す。 

          本日の署名委員には鈴木委員を指名します。よろしくお願いします。 

          それでは、議事に入ります。 

          事前配付の議案書１ページ、報告第１７号「教育財産の異動につい

て」事務局から説明願います。 

          伊東課長。 

 

伊東課長      それでは、報告第１７号「教育財産の異動について」説明いたしま

す。 

          事前配付の議案書の１ページをご覧ください。 

          南小学校用地内の既設道路を、道路所管部局（都市整備部）へ引き

継いだことに伴い、教育財産の異動が生じましたので、事務委任規則

第５条第１項第１号の規定により報告し、承認を求めるものでござい

ます。 

          １、引継ぎ対象地（所管換え対象地）：熊取町朝代東４丁目１２４５

番１ほか８筆。別添図面の区域部分のとおり２，３４２．０３平方メ

ートル。 

          ２、所管換えをした理由：学校用地道路の境界確定に伴う所管換え。 

          ３、所管換えをした期日：令和５年１２月２１日。 

          ４、変更前及び変更後の用途：変更前）学校用地道路。変更後）道

路用地。 

          ５、有償・無償の別：無償。 

          続いて、２ページをご覧ください。 

          道路所管部局へ引き継いだ道路の位置を示した図面でございます。 

          南小学校の学校用地道路が敷地北側と東側にございまして、図面上、

黄緑色に着色しています。この道路は、学校教育課が所管する町有道

路として、南小学校が開校した当時から長きにわたり、地域の協力を
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得てご利用いただいてきた道路でございました。このたび、隣接する

土地所有者において、周辺の測量を行い、官民境界の確定がなされた

ため、道路を学校用地道路から道路用地へと所管換えを行い、今後は

道路所管部局で管理することになりました。 

          以上、報告第１７号「教育財産の異動について」でございました。 

          よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

岸野教育長     ただいまの事務局の説明について、ご異義、ご質問等ありませんか。

よろしいですか。 

          では、報告第１７号「教育財産の異動について」承認としてよろし

いか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

岸野教育長     報告第１７号「教育財産の異動について」承認とします。 

          次に、事前配付の議案書３ページ、報告第１８号「青少年問題協議

会委員委嘱の専決処分報告について」事務局から説明願います。 

          大屋課長。 

 

大屋課長      それでは、報告第１８号「青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報

告について」ご説明させていただきます。 

          本日、机にお配りさせていただきました議案書のほうをご覧くださ

い。 

          委嘱期間に誤りがございましたので、本日差し替えて、置かせてい

ただいております。申し訳ございません。 

          ございますか。 

          青少年問題協議会規則第３条第２項の規定による下記の青少年問題

協議会委員の委嘱について、事務委任規則第４条の規定により専決処

分しましたので報告し、承認を求めるものでございます。 

          同協議会は、青少年の健全な育成を図るため、必要な事項の調査、

審議、関係行政機関相互の連絡調整などを所掌事務として組織されて

いる、教育委員会の附属機関になります。現在、各団体から委員を選

出いただいておりますが、その委員、団体の中で役員の異動がござい

ましたので、２名委嘱をしたものでございます。 

          まず、１人目が坂上彰浩氏。青年団団長として、委嘱期間は令和６

年１月１日から令和７年３月３１日まで。 
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          次に、２人目が西野洋氏。自治会連合会会長として、令和６年１月

２５日から令和７年３月３１日までが委嘱期間となっております。 

          この２名を新たに青少年問題協議会委員として委嘱するものでござ

います。 

          委嘱期間につきましては、規則第４条ただし書に基づき、前任者の

残任期間ということになりますで、令和７年３月３１日までとなって

おります。 

          以上、報告第１８号「青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告に

ついて」のご説明を終わらせていただきます。 

          よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

岸野教育長     ただいまの事務局の説明について、ご質問等はありませんか。 

          では、報告第１８号「青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告に

ついて」承認としてよろしいか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

岸野教育長     報告第１８号「青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告につい

て」承認とします。 

          次に、事前配付の議案書４ページ、報告第１９号「令和５年度末・

令和６年度当初小・中学校校長等人事の内申の専決処分報告につい

て」ですが、人事案件となりますので、非公開でお願いしたいと考え

ておりますが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

委員全員      （「異議なし。」の声） 

 

岸野教育長     「異議なし」ということで、報告第１９号「令和５年度末・令和６

年度当初小・中学校校長等人事の内申の専決処分報告について」は非

公開とし、ただいまから別室にて関係者のみで議事を行います。 

          関係者は、本館３階会議室に移動願います。 

          ほかの方は、このまましばらくお待ちください。 

 

          『非公開会議（本館３階会議室にて）』 

 

岸野教育長     お待たせしました。会議のほうを再開させていただきます。 

          審議の結果、報告第１９号「令和５年度末・令和６年度当初小・中
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学校校長等人事の内申の専決処分報告について」は承認とさせていた

だきましたので、ご報告させていただきます。 

          次に、当日配付再追加の議案書１８ページ、報告第２０号「令和６

年度全国学力・学習状況調査への参加についての専決処分報告につい

て」事務局から説明願います。 

          杉田参事。 

 

杉田参事      失礼いたします。それでは、当日配付分、再追加資料の１８ページ

をご覧ください。 

          本件は、令和６年度全国学力・学習状況調査への参加について、事

務委任規則第４条の規定により専決処分いたしましたので、同規則第

５条第２号により報告し、承認を求めるものでございます。 

          令和６年度全国学力・学習状況調査につきましては、次ページ以降

に添付しております実施要項を用いてご説明いたします。 

          １９ページをご覧ください。 

          まず、調査の目的については、義務教育の機会均等とその水準の維

持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析

し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、学校

における児童生徒への学習指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。

さらにそのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイ

クルを確立するとなっております。 

          調査の対象につきましては、Ⅳの１にありますように、小学校調査

につきましては小学校第６学年、中学校調査につきましては、中学校

第３学年です。 

          続いて、調査事項としましては、小学校調査は国語及び算数、中学

校調査は国語、数学となっており、来年度は中学校の英語の調査はご

ざいません。 

          そのほか、２０ページの７行目、イにございますように、調査する

児童生徒を対象に、学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等

に関する質問調査が、ＩＣＴを用いたオンラインによる回答方式で実

施されます。 

          そのほか、「３．」調査実施日等についてにございますように、調

査の実施日は令和６年４月１８日木曜日で、質問調査につきましては、

期間内に行うこととなっております。 

          なお、２１ページ以降には、調査結果の取扱いについて記載されて

おりますので、後ほどご覧ください。 
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          本町における調査結果の取扱いにつきましては、子どもたちの学力

向上と、小・中学校における授業改善を目指して、各小・中学校に対

して効果的に活用していくことを推進するとともに、公表に向けて、

学校教育課内でも十分な分析を進め、この定例教育委員会におきまし

て、事前にお示しできればと考えております。 

          以上で、令和６年度全国学力・学習状況調査への参加についての専

決処分のご説明とさせていただきます。 

 

岸野教育長     ただいまの事務局の説明について、ご質問等ありませんか。 

          では、報告第２０号「令和６年度全国学力・学習状況調査の参加に

ついての専決処分報告について」承認としてよろしいか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

岸野教育長     報告第２０号「令和６年度全国学力・学習状況調査の参加について

の専決処分報告について」承認とします。 

          以上で、本日の会議に付された審議すべき事件が終了いたしました。 

          ほかに何かございませんか。 

          ないようですので、審議を終了します。 

 

（その他報告事項） 

岸野教育長     続きまして、その他報告事項に入らせていただきます。 

          それでは、順次、事務局から報告願います。 

          杉田参事。 

 

杉田参事      『後援名義使用願の承認について（２０２３年度「和歌山大学教育

学部共同研究事業成果報告会）Ｐ．５より説明』 

          『後援名義使用願の承認について（キッズマネースクールはじめて

のお仕事体験教室）Ｐ．６より説明』 

          『後援名義使用願の承認について（泉州中学校・高等学校進学説明

会２０２５実行委員会）Ｐ．７より説明』 

 

岸野教育長     では、続いて、生涯学習推進課ですね。 

          立石参事。 

 

立石参事      『後援名義使用願の承認について（第２１回熊取町町長杯争奪少年
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軟式野球大会）Ｐ．８より説明』 

          『後援名義使用願の承認について（第４２回貝塚市長杯争奪少年軟

式野球新人大会）Ｐ．９より説明』 

          『後援名義使用願の承認について（ＨＥＡＲＴ Ｇｌｏｂａｌミュ

ージック・アウトリーチツアー２０２４夏ｉｎ泉佐野）Ｐ．１０より

説明』 

 

岸野教育長     では、続きまして、大屋課長。 

 

大屋課長      『後援名義使用願の承認について（令和６年第１回保護者のための

特別支援教育の講演会）Ｐ．１７より説明』 

 

岸野教育長     では、続きまして、行事予定。 

          吉田統括。 

 

吉田統括理事    『小・中学校行事予定Ｐ．１１より説明』 

 

岸野教育長     では、続きまして、大屋課長。 

 

大屋課長      『生涯学習推進課事業予定Ｐ．１２～Ｐ．１３より説明』 

 

岸野教育長     では、続きまして、原田館長。 

 

原田図書館長    『図書館事業予定Ｐ．１４～Ｐ．１５より説明』 

 

岸野教育長     報告は以上でしょうか。ほかに何かございませんか。 

          ないようですので、令和６年２月教育委員会定例会を閉会します。 

          お疲れさまでした。 

 

閉会 午後５時４０分 

 

  


